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◎連絡先  （０８５７）７３－１４２１   

 

 

 

◎訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの内容 

 

・営業時間      ８：３０～１７：１５ 

          月曜日～金曜日（祝日、振替休日及び年末年始を除く） 

・事業所の所在地   鳥取県岩美郡岩美町大字浦富１０２９番地２ 

          岩美町国民健康保険岩美病院 

・サービス内容    サービスは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用

者又は家族と話し合いながら、かかりつけの医師の指示に基

づき、訪問リハビリテーション計画を立ててすすめていきま

す。尚、主なサービスの内容は下記のものであり、各療法士

が必要に応じ適宜施行します。 

 

 

 （１）関節可動域運動 

 （２）筋力維持・増強運動 

 （３）歩行練習・起居動作練習 

 （４）日常生活動作練習 

 （５）嚥下練習 

 （６）呼吸リハビリ（排痰含む） 

 （７）ご家族への指導（家庭でできる運動、日常生活動作の介助法などについて） 

 （８）車椅子・補助具に関する指導 

 （９）福祉用具・住宅改修に関するアドバイス 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎料金表：介護保険適用分  

介護保険から給付サービスを利用する場合、お支払いいただく料金は、原則として基本 

料金（料金表）の負担割合に応じた額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサ 

ービス料金は、全額自己負担金となります。 

 

内容 利用料金 
介護保険適用時料金 負担割合 

1割の場合 ２割の場合 ３割の場合 

訪問リハビリテーション費 
一回につき 

３，０８０円 
３０８円 ６１６円 ９２４円 

訪問リハビリテーション費 

＊他院主治医の場合 

一回につき 

２，５８０円 
２５８円 ５１６円 ７７４円 

予防訪問リハビリテーショ

ン費 

一回につき 

２，９８０円 
２９８円 ５９６円 ８９４円 

利用開始月から１２月超えた場合 
一回につき 

２，６８０円 
２６８円 ５３６円 ８０４円 

予防訪問リハビリテーショ

ン費 

＊他院主治医の場合 

一回につき 

２，４８０円 
２４８円 ４９６円 ７４４円 

利用開始月から１２月超えた場合 
一回につき 

２，１８０円 
２１８円  ４３６円 ６５４円 

 

＊サービス提供時間に応じた利用料となる。２０分間リハビリテーションを行った場合に

一回と数え、以降、４０分で二回…と算定する。 

 

内容 加算料金 
介護保険適用時料金 

１割の場合 ２割の場合 ３割の場合 

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ） （＊１） 

一回につき 

６０円 
６円 １２円 １８円 

短期集中リハビリテーショ

ン実施加算 

（＊２） 

退院・退所日ま

たは認定日から

起算して３月以

内の場合  

一日につき 

２，０００円 

２００円 ４００円 ６００円 

移行支援加算（＊３） 

＊要介護のみ 

一日につき 

１７０円 
１７円 ３４円 ５１円 



特別地域訪問リハビリテー

ション加算（＊４） 1回につき所定の単位数に 15%乗じた加算額 

 

内容 実費料金 

実施区域外の交通費 

                   

１回あたり１５ｋｍ以内（往復）２００円 

１回あたり１５ｋｍ以上（往復）４００円 

 

（＊１）サービス提供体制強化加算とは、より良いサービスを提供するため、当該 

事業所の訪問リハビリテーションを利用者様に直接提供する理学療法士・ 

作業療法士のうち勤続年数が７年以上の者がいる場合に加算されるもの。 

４０分（２０分×２）リハビリテーションを行った場合、６０円×２で１２

０円となる。 

 

  （＊２）短期集中リハビリテーション実施加算とは、退院・退所後又は要介護認定 

を受けた後に、早期に在宅における日常生活活動の自立性を向上させるため、 

一週につきおおむね二回以上、一回あたり２０分以上個別にリハビリテーシ

ョンを実施した場合に加算されるもの。ただしリハビリテーションマネジメ

ント加算を算定しているものに限る。 

 

（＊３）移行支援加算とは、訪問リハビリテーションの利用により、日常生活動作能

力・生活関連動作能力が向上し、社会参加を維持できる他のサービス等に移

行できるなど、質の高い訪問リハビリテーションを提供する事業所の体制を

評価して加算されるもの。指定訪問リハビリテーション事業所において評価

対象期間（前年の１月～１２月）の次の年度内に限り算定できる。 

 

（＊４）特別地域訪問リハビリテーション加算とは、国で定められた地域でサービス

を提供する場合に、1 日につき所定の単位数の「１５％」を算定することが

できる加算です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎苦情等申し立て窓口 
訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションに関する相談、要望、

苦情等はサービス提供責任者か下記窓口までお申し出ください。 

 

苦情等申し立て窓口 

の所在地 

鳥取県岩美郡岩美町大字浦富１０２９番地２ 

岩美町国民健康保険岩美病院 

窓口担当 地域連携室 

電話番号 （０８５７）７３－１４２１ 

FAX番号 （０８５７）７３－００２８ 

受付時間 月～金の８：３０～１２：００ 

１３：００～１７：１５ 

祝日・振替休日及び年末年始を除く          


